
事 務 連 絡

平成 19年6月 15日

都道府県労働局

労働基準部労災補償課長 殿

厚生労働省労働基準局労災補償部

補償課労災保険審理室長補佐

審査資料の確認について

今般､特定の局において､労働者災害補償保険審査官 (以下 ｢審査官｣というO)

等が虚偽の聴取書を作成するという極めて悪質かつ不正な事務処理を行っていた (以

下 ｢本事件｣という)ことが明らかになったことから､下記について調査のうえ､平

成 19年7月 17日までに労災保険審理室あて別紙によりメールにて報告されたい｡

なお､下記2において､原本がないもの及び審査請求人等の署名 ･押印がないもの

があった場合には､直ちに当室あて電話連絡されたいOその後の対応については､別

途指示する｡

記

1 調査の実施者 貴職及び監察官等 (但し､現職の審査官及び平成 17年度､18年

度に審査官であった者を除く｡)

2 調査対象文書 平成 17年度及び平成18年度に決定した審査請求事件の関係書類

3 調 査 内 容 決定書に審査官が収集した資料 (丙号証)として審査請求人等か

らの聴取書の記載がある場合に､審査請求事件綴に当該審査請求

人等の署名 ･押印がある聴取書の原本が保存されていることの確

認

<報告先>

労災保険審理室審査第二係 冨田

メールアドレス~ ~~~~ _~~ _



局

審査資料の確認について

1 問題なし

2 調査終了年月日 日


